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曳
山
祭
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
演
技
者
を
子
ど
も
に
す
る
こ
と
で
独
特
の
効
果
を

ね
ら
っ
た
子
ど
も
歌
舞
伎
を
基
軸
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
曳
山
祭
礼
に
そ
の
事
例

を
見
る
事
が
で
き
る
。

ひ
と
く
ち
に
曳
山
狂
言
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
様
々
な
工
夫

が
必
要
と
な
る
。
ま
ず
狂
言
の
役
者
を
育
成
す
る
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま

た
狂
言
の
演
目
を
支
え
る
三
味
線
と
太
夫
の
担
い
手
の
確
保
も
必
要
条
件
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
狂
言
を
披
露
す
る
舞
台
を
は
じ
め
、
三
味
線
や
太
夫
が
技
芸
を
お
こ

な
う
場
所
や
役
者
が
控
え
た
り
衣
装
を
転
換
し
た
り
す
る
な
ど
、
諸
条
件
を
こ
な

す
楽
屋
も
当
然
必
要
と
な
る
な
ど
、
曳
山
自
体
の
構
造
的
条
件
も
ま
た
、
満
た
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
曳
山
狂
言
を
現
有
す
る
祭
礼
に
は
、

希
少
な
価
値
付
け
が
な
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(2)
諸
国
の
曳
山
狂
言
の
状
況

先
に
述
べ
た
平
成
五
年
の
長
浜
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
山
車
祭
り
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
曳
山
の
意
匠
と
し
て
狂
言
を
搭
載
（
も
し
く
は
山
車
の
周
辺

で
狂
言
を
披
露
）
す
る
と
回
答
を
寄
せ
た
事
例
は
三
七
件
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト

の
性
格
上
、
狂
言
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
は
判
断
が
難
し
く
、
ま
た
狂
言

や
地
狂
言
と
は
回
答
し
な
い
ま
で
も
、
じ
つ
は
狂
言
に
近
似
す
る
芸
能
が
催
さ
れ

て
い
る
可
能
性
な
ど
も
一
部
に
は
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
三
七
と
い
う

件
数
は
概
数
的
な
範
疇
を
出
な
い
が
、
山
車
の
登
場
す
る
祭
礼
の
総
数
一
三
一
二

に
占
め
る
曳
山
狂
言
を
有
す
る
祭
礼
の
割
合
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
目
安
と
な
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
同
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
た
曳
山
狂
言
を
そ
の
意
匠
と
す
る
祭
礼
の

う
ち
、
平
成
五
年
の
時
点
で
現
役
で
こ
れ
を
執
行
し
て
い
る
と
す
る
祭
礼
は
、
わ

ず
か
一
五
件
と
さ
ら
に
減
少
を
み
せ
る
。
そ
し
て
、
本
調
査
年
に
お
い
て
同
デ
ー

周
辺
地
域
の
曳
山
狂
言
（
曳
山
子
ど
も
歌
舞
伎
）
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① 

概
要
〜
曳
山
祭
礼
の
分
布
と
曳
山
狂
言
の
展
開
〜

(1)
山
車
文
化
の
展
開
と
曳
山
狂
言
の
諸
相

山
車
あ
る
い
は
屋
台
な
ど
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
曳
行
物
を
と
も
な
う
祭
礼
行
列

は
、
い
ち
早
く
爛
熟
期
を
迎
え
た
京
都
の
祇
園
祭
に
お
け
る
山
鉾
の
巡
行
を
そ
の

嚆
矢
と
し
て
、
日
本
の
各
地
に
そ
の
分
布
が
み
ら
れ
る
。
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）

に
長
浜
市
教
育
委
員
会
が
お
こ
な
っ
た
山
車
祭
り
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（
『
長
浜
曳
山
祭
総
合
調
査
報
告
書
』
平
成
八
年　

長
浜
市
教
育
委
員
会
発
行
）
で
は
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
曳
山
が
出
る
（
あ
る
い
は
近
年
ま
で
出
た
）
祭
礼
は
全
国
で

一
三
一
二
件
も
の
数
に
上
る
。

山
車
が
巡
行
す
る
祭
礼
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
登
場
し
た
背
景
に
は
、
近
世
期
に
お
け

る
流
通
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
各
地
方
都
市
に
お
け
る
経
済
力
が
曳
山
を
建
造

な
ど
し
て
所
有
し
得
る
ほ
ど
に
向
上
し
た
事
と
、
曳
山
の
出
る
祭
礼
を
抱
え
る
都

市
文
化
が
成
熟
し
て
、
曳
山
の
舞
台
上
な
ど
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
歌
舞
音
曲
を
支

え
る
に
耐
え
得
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
事
な
ど
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
。

各
曳
山
に
お
け
る
風
流
の
意
匠
と
し
て
は
、
京
都
の
祇
園
祭
に
代
表
さ
れ
る
幕
類

な
ど
の
豪
華
な
懸
装
品
に
よ
る
装
飾
や
、
曳
山
の
巡
行
を
囃
す
祇
園
囃
子
な
ど
の

お
囃
子
、
あ
る
い
は
飛
騨
高
山
の
高
山
祭
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
緻
密
な
設
計
を

具
現
化
さ
せ
た
か
ら
く
り
に
よ
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
な
か

で
も
、
曳
山
の
構
造
に
舞
台
を
も
ち
、
近
世
期
に
隆
盛
し
た
歌
舞
伎
を
舞
台
上
に

搭
載
し
て
、
こ
れ
を
披
露
す
る
こ
と
を
趣
向
と
す
る
曳
山
狂
言
の
様
式
は
、
長
浜
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同
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
返
答
の
あ
っ
た
二
七
団
体
の
う
ち
、
曳
山
狂
言
を

有
す
る
も
の
は
、
田
島
祇
園
祭
屋
台
歌
舞
伎
保
存
会
、
秩
父
歌
舞
伎
正
和
会
、
砺

波
狂
言
曳
山
振
興
会
、
小
松
曳
山
八
町
連
絡
協
議
会
、
垂
井
曳
山
保
存
会
（
山
は

車
偏
に
山
）
、
長
浜
曳
山
文
化
協
会
、
米
原
曳
山
祭
保
存
会
の
七
団
体
で
あ
る
。
同

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
歌
舞
伎
執
行
に
欠
か
せ
な
い
振
付
・
三
味
線
・
太
夫
の
三
役

に
つ
い
て
、
そ
の
芸
能
者
の
派
遣
関
係
な
ど
に
つ
い
て
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
振
付
に
関
し
て
は
、
小
松
曳
山
八
町
連
絡
協
議
会
が
砺
波

狂
言
曳
山
振
興
会
に
対
し
て
振
付
を
派
遣
し
、
長
浜
曳
山
文
化
協
会
が
米
原
曳
山

祭
保
存
会
に
対
し
て
振
付
を
派
遣
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
米
原
曳
山
祭
保
存
会

と
垂
井
曳
山
保
存
会
に
対
し
て
は
、
曳
山
で
の
披
露
は
な
い
東
美
濃
歌
舞
伎
中
津

川
保
存
会
か
ら
の
振
付
派
遣
の
実
績
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
太
夫
に
つ
い
て
は
、
長
浜
曳
山
文
化
協
会
か
ら
垂
井
曳
山
保
存
会
と
米
原

曳
山
祭
保
存
会
に
対
し
て
そ
の
派
遣
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
三
味
線
に
つ
い
て

も
同
様
で
、
長
浜
曳
山
祭
の
芸
能
者
が
垂
井
と
米
原
に
関
与
す
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

② 

曳
山
の
構
造
か
ら
見
る
曳
山
狂
言
の
展
開

(1)
湖
北
地
域
に
お
け
る
舞
台
を
持
つ
曳
山
の
展
開

曳
山
に
搭
載
す
る
趣
向
と
し
て
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
を
選
択
し
た
祭
礼
に
お
い
て

は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
芸
能
の
披
露
を
実
現
す
る
た
め
の
装
置
の
充
実
が
命
題
と

な
る
。
そ
れ
が
体
現
さ
れ
た
も
の
が
、
長
浜
曳
山
祭
に
も
登
場
す
る
正
面
に
舞
台

を
持
つ
曳
山
で
あ
る
。
芸
屋
台
と
も
呼
ば
れ
る
同
形
状
の
曳
山
は
、
諸
国
に
い
く

つ
か
そ
の
分
布
を
認
め
る
事
が
で
き
る
が
、
長
浜
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
長

浜
で
創
建
さ
れ
た
芸
屋
台
型
の
曳
山
と
根
源
を
同
じ
く
す
る
設
計
思
想
の
も
と
建

タ
に
お
け
る
一
五
件
を
追
跡
し
た
と
こ
ろ
、
現
状
で
曳
山
狂
言
を
執
行
し
て
い
た

の
は
さ
ら
に
減
っ
て
一
二
件
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
内
訳
は
、
福
島
県
田
島
町
の
田
島
祇
園
祭
、
埼
玉
県
秩
父
市
の
秩
父
祭
、
石

川
県
小
松
市
の
お
旅
ま
つ
り
、
福
井
県
美
浜
町
早
瀬
の
日
吉
神
社
祭
礼
、
岐
阜
県

揖
斐
川
町
の
揖
斐
祭
り
と
、
同
じ
く
岐
阜
県
垂
井
町
垂
井
の
垂
井
曳
山
祭
り
（
山

は
車
偏
に
山
）
、
そ
し
て
岐
阜
県
古
川
町
の
古
川
祭
、
長
浜
曳
山
祭
、
米
原
曳
山
祭
、

京
都
府
宮
津
市
の
宮
津
祭
、
兵
庫
県
浜
坂
町
の
川
下
祭
り
、
香
川
県
白
鳥
町
白
鳥

神
社
だ
ん
じ
り
歌
舞
伎
、
の
各
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
網
の

目
か
ら
漏
れ
た
も
の
の
、
現
状
で
曳
山
狂
言
を
執
行
す
る
富
山
県
砺
波
市
の
出
町

子
供
狂
言
曳
山
祭
を
加
え
た
一
三
件
が
、
現
状
に
お
け
る
曳
山
で
の
意
匠
と
し
て

狂
言
を
有
す
る
祭
礼
の
概
数
で
あ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
か
ら
、
曳
山
の
意
匠
と
し
て
狂
言
を
充
当
さ
せ
た
祭
礼

は
、
諸
国
の
曳
山
祭
礼
中
わ
ず
か
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
み
て
と

れ
よ
う
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
時
点
で
、
既
に
曳
山
狂
言
が
過
去
の
も
の
と
な
っ

た
と
回
答
し
た
地
域
が
二
二
件
も
あ
り
、
と
く
に
昭
和
時
代
の
中
後
期
と
な
っ
て
、

地
方
都
市
の
経
済
的
疲
弊
や
労
働
人
口
の
減
少
な
ど
に
と
も
な
う
曳
山
狂
言
を
支

え
る
層
の
減
退
が
、
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
事
は
否
め
な
い
。

(3)
曳
山
狂
言
の
維
持
に
関
し
て

曳
山
狂
言
の
維
持
に
関
す
る
方
途
と
し
て
は
、
舞
台
な
ど
を
有
す
る
山
車
本
体
の

保
存
管
理
及
び
修
復
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
ま
し
て
必
須
と

な
る
の
は
、
役
者
と
振
付
・
三
味
線
・
太
夫
の
三
役
の
確
保
で
あ
る
。
こ
れ
に
関

し
て
、
平
成
二
二
年
に
第
二
〇
回
全
国
地
芝
居
サ
ミ
ッ
ト
Ｉ
Ｎ
長
浜
実
行
委
員
会

が
実
施
し
た
「
地
芝
居
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
集
計
結
果
に
、
関
連
す
る
デ
ー
タ

が
挙
が
っ
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。
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台
の
上
で
は
、
愛
ら
し
い
子
ど
も
に
よ
る
狂
言
が
演
じ
ら
れ
る
。
祭
り
で
は
、
毎

年
四
基
ず
つ
の
曳
山
が
交
代
で
出
場
し
て
、
長
濱
八
幡
宮
の
境
内
や
御
旅
所
な
ど

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
狂
言
を
披
露
し
て
い
る
。

長
浜
に
伝
存
す
る
各
曳
山
の
建
造
者
は
、
部
材
へ
の
墨
書
や
関
連
資
料
な
ど
か
ら
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
長
浜
の
伊
部
町
（
現
・
長
浜
市
元
浜
町
）
に
住
ん
だ
大
工
の
藤

岡
家
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。
正
面
に
舞
台
を
配
し
、
後

部
に
楽
屋
、
そ
し
て
上
部
に
亭
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
構
造
を
持
つ
長
浜
の
曳
山
は
、

藤
岡
家
に
よ
っ
て
そ
の
設
計
理
念
が
確
立
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
湖

北
に
点
在
す
る
曳
山
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
、
前
面
に
舞
台
を
も
つ
藤
岡
家
が

考
案
し
た
タ
イ
プ
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
湖
北
に
お
い
て
そ
の
影
響

力
は
計
り
知
れ
な
い
。

そ
し
て
、
長
浜
曳
山
祭
の
魅
力
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
祭
礼
に
付
随

す
る
様
々
な
民
俗
で
あ
る
。
曳
山
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
狂
言
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
裸
参
り
や
御
幣
迎
え
、
曳
山
で
奏
で
ら
れ
る
シ
ャ
ギ
リ
の
音
色
に
、
勇

壮
な
武
者
姿
の
太
刀
渡
り
、
狂
言
の
役
者
た
ち
に
よ
る
朝
渡
り
や
夕
渡
り
、
そ
し

て
曳
山
を
題
材
と
し
た
様
々
な
美
術
工
芸
品
な
ど
は
、
湖
北
を
代
表
す
る
文
化
と

し
て
、
歴
史
的
に
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

(3)
米
原
曳
山
祭

米
原
の
曳
山
祭
は
、
か
つ
て
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
米
原
の
町
場
に
伝
来
し
、
町

の
山
す
そ
に
あ
る
湯
谷
神
社
の
秋
の
大
祭
に
あ
た
る
一
〇
月
一
〇
日
を
中
心
に
催

さ
れ
て
い
る
。
祭
礼
に
曳
山
が
登
場
し
た
起
源
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
頃

と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
創
始
と
い
う
こ
と
以
外
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
祭
り
の
呼
び
物
は
曳
山
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
子
ど
も
に
よ
る
狂

言
で
、
宵
宮
か
ら
後
宴
ま
で
の
三
日
間
、
町
内
を
曳
山
が
巡
行
し
て
要
所
で
子
ど

造
さ
れ
た
曳
山
が
数
台
分
布
す
る
。

長
浜
の
曳
山
設
計
に
関
し
て
は
、
藤
岡
家
の
一
門
が
こ
れ
に
深
く
関
与
し
て
い

る
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
藤
岡
家
は
長
浜
伊
部
町
に
住
ん
だ
大
工
の
家
柄
で
、

初
代
よ
り
甚
兵
衛
を
名
乗
っ
て
長
浜
八
幡
宮
の
神
輿
な
ど
を
手
掛
け
、
ま
た
一
方

で
後
世
に
浜
仏
壇
と
称
さ
れ
る
仏
壇
製
作
の
家
と
し
て
も
著
名
で
あ
っ
た
。
藤
岡

家
の
大
工
は
三
代
目
の
頃
か
ら
「
和
泉
」
を
名
乗
り
、
四
代
目
の
和
泉
長
好
が
青

海
山
を
建
造
し
、
五
代
目
和
泉
一
富
は
翁
山
・
諫
皷
山
・
猩
々
丸
を
建
造
、
六
代

目
和
泉
利
盈
が
壽
山
を
建
造
し
て
い
る
。

藤
岡
和
泉
家
は
六
代
で
途
絶
え
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
は
分
家
の
藤
岡
重
兵
衛

家
が
大
工
の
職
責
を
受
け
継
ぎ
、
長
浜
の
曳
山
の
形
状
に
お
い
て
決
定
的
な
変
化

を
も
た
ら
し
た
亭
（
ち
ん
）
の
搭
載
に
関
し
て
は
、
こ
の
重
兵
衛
家
が
多
く
こ
れ

を
手
掛
け
て
い
る
。
藤
岡
家
に
残
る
曳
山
の
建
地
割
図
な
ど
の
図
面
類
は
、
江
戸

時
代
に
藤
岡
家
が
長
浜
型
の
曳
山
の
建
造
を
得
意
と
し
て
い
た
事
を
物
語
り
、
曳

山
の
上
で
歌
舞
伎
な
ど
の
諸
芸
を
披
露
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
造
形
美
を
、

い
ち
は
や
く
大
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

藤
岡
家
の
創
造
し
た
、
狂
言
を
見
せ
る
曳
山
、
と
い
う
設
計
理
念
は
、
そ
の
後
各

方
面
に
も
波
及
し
、
長
浜
の
曳
山
を
購
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
藤
岡
家
の
大
工
も

し
く
は
そ
の
弟
子
筋
の
大
工
に
新
た
に
建
造
さ
せ
る
な
ど
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

(2)
長
浜
曳
山
祭
の
山
車
の
構
造
と
藤
岡
家

長
浜
の
曳
山
祭
は
、
そ
の
昔
、
羽
柴
秀
吉
が
長
浜
城
主
で
あ
っ
た
頃
、
子
息
の
誕

生
を
祝
っ
て
振
舞
っ
た
祝
儀
を
も
と
に
、
町
衆
が
曳
山
を
こ
し
ら
え
て
長
濱
八
幡

宮
に
曳
行
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
浜
の
曳
山
祭
に
は
、
前
面
に
舞
台
を
も
っ
た
四
輪
の
一
二
基
の
曳
山
と
、
こ
れ

と
は
や
や
形
状
を
異
に
す
る
三
輪
の
長
刀
山
と
が
あ
り
、
一
二
基
あ
る
曳
山
の
舞



周辺地域の曳山狂言（曳山子ども歌舞伎） | 216

こ
の
颯
々
館
で
は
、
長
浜
同
様
に
子
ど
も
に
よ
る
狂
言
が
披
露
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
宮
司
に
残
る
狂
言
台
本
の
最
古
の
も
の
に
は
天
明

八
年
（
一
七
八
八
）
の
年
記
が
見
ら
れ
、
こ
れ
が
確
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
颯
々

館
の
建
造
以
前
に
も
宮
川
村
で
地
狂
言
が
披
露
さ
れ
た
可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
長
浜
町
人
が
記
し
た
「
累
年
日
記
」
の
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
四

月
七
日
条
で
は
「
宮
川
祭
曳
山
再
建
、
当
年
白
木
に
て
大
人
俄
狂
言
す
る
」
と
の

記
載
が
あ
る
な
ど
、
颯
々
館
で
の
曳
山
狂
言
の
様
相
が
う
か
が
わ
れ
る
。

宮
司
町
で
の
曳
山
狂
言
は
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
「
鎌
倉
三
代
記　

三

浦
別
れ
の
段
」
が
六
歳
か
ら
一
一
歳
ま
で
の
男
児
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
た
の
を
最

後
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

(5)
米
原
市
朝
妻
筑
摩
の
鍋
冠
祭
の
山
車

毎
年
五
月
三
日
に
朝
妻
筑
摩
の
筑
摩
神
社
の
祭
礼
と
し
て
催
さ
れ
る
鍋
冠
祭
は
、

七
歳
前
後
の
あ
ど
け
な
い
少
女
が
張
子
で
で
き
た
鍋
釜
を
か
ぶ
り
、
そ
ろ
い
の
狩

衣
姿
で
神
社
ま
で
渡
御
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
祭
礼
に
も
曳
山
が

登
場
す
る
。
形
状
は
長
浜
の
そ
れ
と
同
様
に
前
面
に
舞
台
を
持
つ
も
の
だ
が
、
長

浜
の
も
の
よ
り
も
全
体
的
に
や
や
小
ぶ
り
で
、
曳
山
の
後
部
の
構
造
は
か
な
り
異

な
る
。

ま
た
鍋
冠
祭
に
は
、
こ
の
曳
山
と
は
別
に
、
名
工
宮
部
太
兵
衛
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
太
鼓
山
三
基
も
登
場
す
る
。
な
お
、江
戸
時
代
後
期
の
筑
摩
の
祭
礼
を
描
い
た
「
筑

摩
祭
礼
行
烈
図
」
に
は
、
曳
山
や
太
鼓
台
の
姿
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
後
の
時
代
に
渡
御
な
ど
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(6)
長
浜
市
五
村
（
旧
虎
姫
町
）
の
常
盤
山

五
村
の
日
前
神
社
境
内
に
あ
る
山
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
る
曳
山
「
常
盤
山
」
は
、

長
浜
曳
山
祭
に
登
場
す
る
曳
山
と
同
じ
く
前
方
に
舞
台
を
配
し
た
構
造
を
持
つ
。

も
に
よ
る
狂
言
が
披
露
さ
れ
る
。

米
原
に
三
基
あ
る
曳
山
も
、
長
浜
と
同
様
に
大
工
藤
岡
家
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
北
町
組
の
旭
山
に
は
、
そ
の
棟
木
に
「
奉
成
就
八
幡
宮　

御

山
一
輌
、
宝
暦
拾
庚
九
月
吉
晨　

大
工
藤
岡
重
兵
衛
作
之 

神
戸
町
」
の
墨
書
が
あ

り
、
元
は
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
に
長
浜
神
戸
町
の
曳
山
（
孔
雀
山
）
と
し

て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
町
組
の
松
翁

山
に
つ
い
て
も
、
江
戸
時
代
後
期
に
長
浜
の
翁
山
を
模
し
て
藤
岡
家
が
製
作
し
た

も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
各
曳
山
の
来
歴
に
長
浜
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
南
町
組
の
寿
山
に
つ
い
て
は
、
舞
台
屋
根
裏
に
「
明
治

四
年　

米
原
寿
山　

長
浜
伊
部
町
藤
岡
」
と
墨
書
の
あ
る
木
札
が
打
ち
つ
け
て
あ

る
こ
と
か
ら
、
藤
岡
家
の
大
工
に
よ
っ
て
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
製
作
さ
れ

た
こ
と
が
知
れ
る
。

曳
山
本
体
以
外
に
も
、
演
奏
さ
れ
る
シ
ャ
ギ
リ
の
奏
者
が
、
近
在
の
村
々
か
ら
長

浜
と
米
原
の
両
方
に
出
勤
す
る
な
ど
、
芸
能
の
面
で
も
湖
北
を
通
観
す
る
広
域
な

交
流
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

(4)
宮
司
の
颯
々
館

長
浜
市
宮
司
町
（
旧
長
浜
市
）
の
旧
宮
川
村
（
宮
司
東
町
）
に
伝
わ
る
曳
山
「
颯
々
館
」

は
、
毎
年
五
月
に
催
さ
れ
る
日
枝
神
社
の
春
祭
り
で
、
飾
り
付
け
が
施
さ
れ
て
山

蔵
か
ら
曳
き
出
さ
れ
、
祭
礼
の
渡
御
行
列
を
見
送
る
。
長
浜
曳
山
祭
の
曳
山
と
ほ

ぼ
同
じ
大
き
さ
の
も
の
で
構
造
も
似
通
っ
て
い
る
が
、
亭
は
搭
載
さ
れ
て
い
な
い
。

建
造
年
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
で
、
そ
の
製
作
者
は
藤
岡
和
泉
家
第
六
代
の

大
工
甚
兵
衛
利
盈
で
あ
る
。
ま
た
、
見
送
幕
の
「
雲
龍
図
」
は
、
文
政
一
二
年

（
一
八
二
九
）
に
宮
川
藩
の
第
六
代
藩
主
堀
田
正
民
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

楽
屋
襖
は
岸
駒
が
手
掛
け
る
な
ど
、
随
所
に
豪
華
な
し
つ
ら
え
が
施
さ
れ
て
い
る
。
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（
一
七
七
〇
）
に
中
山
道
米
原
宿
の
人
び
と
が
長
浜
曳
山
祭
の
様
相
を
真
似
て
曳
山

を
建
造
し
祭
礼
を
は
じ
め
た
の
だ
と
す
る
。
披
露
さ
れ
る
狂
言
の
状
況
は
長
浜
曳

山
祭
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
お
り
、
小
学
六
年
生
ま
で
の
男
児
を
役
者
と
し
、
振
付
・

太
夫
・
三
味
線
の
三
役
が
そ
の
芸
能
に
お
い
て
重
き
を
な
す
。
殊
に
狂
言
の
演
出

な
ど
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
振
付
に
つ
い
て
は
、
長
浜
に
も
参
勤
す
る
振
付
が

米
原
で
も
振
付
を
お
こ
な
う
な
ど
芸
能
の
様
相
に
も
近
し
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た

三
味
線
や
太
夫
に
つ
い
て
も
、
長
浜
か
ら
の
参
勤
が
近
年
で
は
目
立
つ
。

そ
し
て
、
曳
山
の
巡
行
を
囃
す
祭
囃
子
は
、
長
浜
同
様
シ
ャ
ギ
リ
と
呼
ば
れ
、
か

つ
て
は
米
原
周
辺
の
農
村
な
ど
か
ら
演
奏
者
を
依
頼
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
時

衰
退
し
、
近
年
で
は
地
元
で
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
狂
言
の
披
露
前
な
ど
に
演
奏

し
て
い
る
。

(2)
垂
井
曳
山
祭
り
の
狂
言

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
垂
井
の
曳
山
祭
り
は
、
毎
年
五
月
二
日
の
試
楽
、
三
日
の

本
楽
、
そ
し
て
四
日
の
後
宴
の
三
日
間
、
中
山
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
旧
垂
井
宿

の
町
場
一
帯
で
催
さ
れ
る
。
垂
井
に
は
鳳
凰
山
（
東
町
）
・
攀
鱗
閣
（
西
町
）
・
紫

雲
閣
（
中
町
）
の
三
基
の
曳
山
が
あ
り
、
八
重
垣
神
社
を
は
じ
め
各
所
で
子
ど
も

に
よ
る
狂
言
が
披
露
さ
れ
る
。

垂
井
曳
山
祭
り
は
、
そ
の
由
来
を
南
北
朝
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
だ
と
さ
れ
、

北
朝
の
後
光
厳
天
皇
が
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
に
南
朝
か
ら
逃
れ
て
垂
井
に
来

ら
れ
た
際
、
里
人
が
帝
を
お
慰
め
す
る
た
め
に
花
車
を
造
っ
て
ご
覧
に
入
れ
た
の

が
そ
の
始
ま
り
と
伝
え
る
。
そ
の
後
文
政
年
間
（
一
八
一
八—

二
九
）
に
子
供
の
狂

言
を
披
露
す
る
よ
う
山
車
が
改
造
さ
れ
、
現
在
の
祭
礼
へ
と
連
な
る
曳
山
歌
舞
伎

の
文
化
が
創
造
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
曳
山
の
改
修
に
関
し
て
、
長
浜
と
の

か
か
わ
り
で
は
、
長
浜
の
大
工
藤
岡
和
泉
が
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
紫
雲
閣

そ
の
製
作
者
は
長
浜
の
曳
山
を
手
掛
け
た
大
工
藤
岡
重
兵
衛
安
道
の
弟
子
高
橋
仙

助
で
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
八
月
に
、
五
村
の
庄
屋
大
村
彦
右
衛
門
が
、
子

ど
も
が
生
ま
れ
た
祝
い
に
寄
進
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
明
治
の
初
期
ま

で
は
日
前
神
社
の
春
と
秋
の
祭
礼
に
曳
行
さ
れ
、
そ
の
舞
台
で
子
ど
も
に
よ
る
狂

言
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
近
年
で
は
八
月
の
灯
明
祭
に
虫
干
し
を
兼
ね

て
山
蔵
か
ら
出
す
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

(7)
長
浜
市
高
月
町
雨
森
（
旧
高
月
町
）
の
高
砂
山

か
つ
て
高
月
町
雨
森
に
あ
っ
た
曳
山
「
高
砂
山
」
は
、
前
面
に
舞
台
を
し
つ
ら

え
、
後
方
に
楽
屋
を
備
え
た
長
浜
と
同
等
の
構
造
を
も
つ
曳
山
で
、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
に
長
浜
の
曳
山
を
手
掛
け
た
藤
岡
和
泉
重
兵
衛
安
則
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
。
毎
年
九
月
一
三
日
の
天
川
命
神
社
の
祭
礼
に
は
こ
の
曳
山
が
曳
き
出
さ

れ
、
舞
台
上
で
子
ど
も
に
よ
る
狂
言
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
祭
礼
の
維

持
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
た
め
、
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
）
に
大
阪
府
吹
田

市
の
国
立
民
族
学
博
物
館
に
売
却
さ
れ
た
。
現
在
同
博
物
館
の
常
設
展
示
室
に
て

一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

③ 

長
浜
周
辺
地
域
に
お
け
る
山
車
祭
り
の
狂
言
の
諸
相

(1)
米
原
曳
山
祭

米
原
曳
山
祭
で
は
、
毎
年
一
〇
月
一
〇
日
前
後
の
三
日
間
、
湯
谷
神
社
か
ら
旧
街

道
沿
い
の
米
原
町
内
一
帯
に
お
い
て
、
曳
山
の
巡
行
と
狂
言
の
披
露
が
執
り
行
わ

れ
る
。
米
原
に
は
旭
山
（
北
町
）
・
松
翁
山
（
中
町
）
・
寿
山
（
南
町
）
の
三
基
の

曳
山
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曳
山
が
三
年
に
一
度
な
ど
の
周
期
で
狂
言
を
披
露
す

る
。米

原
曳
山
祭
の
創
始
は
江
戸
時
代
後
期
と
い
い
、
伝
承
で
は
、
明
和
七
年
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の
特
徴
は
、
役
者
が
ほ
ぼ
皆
少
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

地
元
で
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
元
来
、
お
旅
ま
つ
り
で
も
狂
言
の
役
者
は
長
浜
同
様

男
児
が
務
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
日
露
戦
争
の
あ
と
、
男
児
が
女
形

を
務
め
る
狂
言
は
日
本
男
児
の
気
風
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
声
が
強
ま
り
、
明
治

大
正
期
に
は
金
沢
の
芸
妓
見
習
い
の
少
女
が
狂
言
の
役
者
を
務
め
た
の
だ
そ
う
で
、

そ
の
後
、
昭
和
の
混
乱
期
を
経
て
、
現
在
の
よ
う
な
八
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
女

児
に
よ
る
少
女
歌
舞
伎
の
様
相
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

狂
言
に
関
す
る
小
松
の
お
旅
ま
つ
り
に
お
け
る
注
視
す
べ
き
点
は
、
長
浜
で
も
出

勤
し
た
振
付
が
こ
の
小
松
に
も
参
勤
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
具
体
的
に
は
平
成

四
年
か
ら
平
成
二
二
年
ま
で
長
浜
曳
山
祭
の
振
付
を
そ
れ
ぞ
れ
の
山
組
で
務
め
た

市
川
団
四
郎
氏
が
、
平
成
二
一
年
に
は
小
松
の
龍
助
町
で
「
銘
刀
石
切
仏
御
前
」
、

同
二
二
年
に
は
寺
町
で
「
梅
川
・
忠
兵
衛　

浪
速
の
恋
の
物
語　

封
印
切
の
場
」
、

そ
し
て
平
成
二
三
年
に
は
、
市
川
団
四
郎
氏
が
平
成
二
二
年
に
長
浜
の
萬
歳
樓
で

振
付
を
担
っ
た
演
目
で
あ
る
「
男
の
花
道
」
を
、
小
松
の
京
町
に
お
い
て
振
付
し

て
い
る
。

曳
山
歌
舞
伎
の
芸
能
に
関
し
て
、
各
地
の
祭
礼
を
渡
り
歩
い
て
演
出
を
施
し
て
ゆ

く
振
付
の
存
在
は
、
そ
の
振
付
に
付
帯
す
る
衣
装
屋
や
鬘
師
や
化
粧
師
な
ど
と
い

う
、
歌
舞
伎
芸
能
を
下
支
え
す
る
た
め
に
渡
り
歩
く
職
人
た
ち
の
存
在
も
あ
い
ま
っ

て
、
今
後
注
視
す
べ
き
芸
能
者
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

の
改
造
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

垂
井
曳
山
祭
り
で
披
露
さ
れ
る
各
曳
山
の
歌
舞
伎
に
つ
い
て
は
、
神
事
係
青
年

が
こ
れ
に
携
わ
る
。
行
事
は
二
月
一
日
の
初
集
会
に
始
ま
り
、
二
月
に
は
役
者
を

務
め
る
芸
児
の
選
出
と
芸
題
決
め
が
お
こ
な
わ
れ
、
四
月
中
旬
に
な
る
と
、
振
付
・

三
味
線
・
太
夫
の
三
役
揃
い
や
、
稽
古
は
じ
め
が
あ
る
。
三
役
の
技
芸
者
た
ち
は

こ
の
頃
か
ら
垂
井
に
泊
ま
り
込
ん
で
演
目
の
完
成
に
む
け
て
稽
古
を
重
ね
る
。
長

浜
曳
山
祭
の
関
係
者
の
中
か
ら
も
、
毎
年
何
名
か
が
三
味
線
な
ど
の
三
役
と
し
て

招
聘
さ
れ
て
お
り
、
狂
言
を
め
ぐ
っ
て
近
年
で
は
密
接
な
関
係
性
が
続
い
て
い
る
。

(3)
小
松
の
御
旅
祭

石
川
県
小
松
市
の
お
旅
ま
つ
り
は
、
毎
年
五
月
の
中
旬
に
小
松
市
の
旧
小
松
城
城

下
町
の
町
場
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
曳
山
は
龍
助
町
・
西
町
・
大
文
字
町
・

寺
町
・
八
日
市
町
・
京
町
・
中
町
・
材
木
町
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
基
ず
つ
の
計
八
基
あ
り
、

小
松
で
は
こ
れ
を
「
曳
山
八
基
」
と
称
し
、
平
成
二
年
か
ら
は
全
て
の
曳
山
が
出

場
し
て
「
曳
山
八
基
曳
揃
え
」
が
断
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

小
松
の
曳
山
祭
は
、
江
戸
時
代
に
小
松
城
下
の
旦
那
衆
が
長
浜
曳
山
祭
を
真
似
て

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
始
め
た
も
の
と
い
わ
れ
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
は
、

松
任
町
が
長
浜
の
古
い
曳
山
を
買
い
と
っ
て
大
幅
な
改
造
を
施
し
て
、
小
松
独
自

の
曳
山
を
建
造
し
、
以
後
各
町
が
こ
れ
を
模
し
た
曳
山
を
暫
時
建
設
し
て
、
都
合

一
〇
基
の
曳
山
が
揃
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
後
二
度
に
わ
た
る
昭
和
の

大
火
に
よ
っ
て
松
任
町
と
東
町
の
二
基
の
曳
山
が
焼
失
し
、
現
在
は
八
基
と
な
っ

て
い
る
。

小
松
の
お
旅
ま
つ
り
で
は
、
曳
山
の
上
で
子
ど
も
に
よ
る
狂
言
が
披
露
さ
れ
る
こ

と
が
呼
び
物
と
な
っ
て
い
て
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
か
ら
は
、
毎
年
の
輪

番
制
で
八
基
中
二
基
の
曳
山
で
狂
言
が
催
さ
れ
て
い
る
。
お
旅
ま
つ
り
で
の
狂
言



219 | 論考編

行事名もしくは　

曳山の名称

所在地（旧所在地）祭礼日 台数 芸能・意匠 現況

丹生茶わん祭 長浜市上丹生（余

呉町）

4～５月頃（３～

５年毎に開催）

3基 陶器類と人形の山

飾り・囃子

解体して保管

高砂山 長浜市高月町雨森

（旧高月町）

（明治 41 年頃まで

催行）

1基 （狂言・シャギリ

等）

国立民族学博物館蔵

（曳山） 長浜市高月町井ノ

口（旧高月町）

（大正末頃まで催

行）

2基 不明 売却

常磐山 長浜市五村（虎姫

町）

8月の灯明祭に山

飾りをする

1基 （子供芝居） 山蔵にそのまま保管

春祭り・颯々館 長浜市宮司町（旧

長浜市）

毎年 5月 3日 1基 （子ども歌舞伎） 山蔵にそのまま保管

長浜曳山祭 長浜市（旧長浜町

山組）

毎年 4月 13 ～ 15

日

12（＋１）

基

子ども歌舞伎・

シャギリ

山蔵にそのまま保管

鍋冠祭 米原市朝妻筑摩

（旧米原町）

毎年 5月 3日 1基 なし 山蔵にそのまま保管

米原祭 米原市米原（旧米

原町）

毎年 10 月 10 日 3 基 子ども歌舞伎 山蔵にそのまま保管

（曳山） 米原市醒ヶ井（旧

米原町）

（昭和 25 年頃まで

催行）

3基 （子ども歌舞伎） 売却

山組 組名 構成町 ①本体建造年 ②亭建造年 大工名

長刀山 長刀組（小舟町組）小舟町・舟片原町・

中鞴町

伝・元禄 12 年

（１６９９）

伝・藤岡甚兵衛

高砂山 宮町組 宮町・片町・金屋新町・

金屋町 ･北裏町

延享２年

（１７４５）

文化１３年

（１８１６）

 

②藤岡和泉藤原安則

諫皷山 御堂前組 東御堂前町・

西御堂前町・十軒町

安永３年

（１７７４）

安永 3年

（１７７４）

再建 文化 14 年

（１８１７）

①藤岡和泉藤原一富 

②田中嘉平治博君（棟

木墨書）

翁山 伊部町組 南伊部町・北伊部町 

・三津屋町・北出町

明和２年

（１７６５）

文化１３年

（１８１６）

①藤岡和泉藤原一富 

②十兵衛

青海山 北町組 東北町・中北町・袋町・

知善院町・郡上片原町・

郡上町・鍛冶屋町

宝暦５年

（１７５５）

文化２年

（１８０５）

①藤岡和泉長好 

②藤岡重兵衛安道

鳳凰山 魚屋町組（祝町組）東魚屋町・中魚屋町・西

魚屋町

文政 12 年

（１８２９）

文政 12 年

（１８２９）

常磐山 呉服町組 上呉服町・中呉服町・下

呉服町・西北町・北片原

町・中片原町・

南片原町

明和７年

（１７７０）

文政元年

（１８１８）

壽山 大手町組 大手町・大谷市場町 天明２年

（１７８２）

①藤岡和泉藤原利盈 

春日山 本町組 東本町・西本町・横町

孔雀山 神戸町組 神戸町 文化 12 年

（１８１５）

萬歳樓 瀬田町組 瀬田町・横浜町・

箕浦町・大安寺町 

・紺屋町・八幡町

享和２年

（１８０２）

享和２年

（１８０２）

①藤岡重兵衛安道・安則 

②藤岡重兵衛安道・安則

月宮殿 田町組 上田町・中田町・

下田町・南新町

天明５年

（１７８５）

嘉永３年

（１８５０）

①岡田惣左衛門重貞 

②藤岡重兵衛光隆

猩々丸 舟町組 上舟町・下舟町・

稲荷町・十一町

安永３年

（１７７４）

①藤岡和泉藤原一富 

長浜曳山祭曳山一覧

滋賀県湖北地域曳山の出る祭礼一覧


